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１．インバランス発生に伴う保証金運用の導入経緯（１／２）
〇小売電気事業者さまによるインバランス料金や託送料金の未納額は、
2020年4月から2022年4月までの２年間で約450億円（全国）にも上る状況
です。（その金額の多くはインバランス料金）

〇大規模なインバランスが発生するほど、未収リスクが増大し、最終的には託送料金
という形で需要者の負担を招くことになりかねません。

〇そのため、インバランス料金の大規模な未払いを防止し、社会的負担の抑制を
図る観点から、第７５回制度設計専門会合にて、適切な解約に向けた運用
が整理されることとなりました。

2022年7月26日
第75回制度設計専門会合
資料８から抜粋 一部加工
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１．インバランス発生に伴う保証金運用の導入経緯（２／２）

〇第７７回制度設計専門会合では、インバランス料金の未収リスクを低減する
方策として、保証金を必要に応じて求める運用が示されました。

〇ただし、現状の託送供給等約款には、インバランスの増加を理由に保証金を
求める旨が明示されていませんでした。

〇そのため、インバランス料金の未収リスクに備えたインバランスの増加を理由に
保証金を求めることができる旨を託送供給等約款に明記することが必要である
ことが示されました。

2022年9月26日
第77回制度設計専門会合
資料３から抜粋 一部加工
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２．保証金の預入を求める条件

〇保証金の預入を求める条件は以下のとおりです。
〇以下条件を満たし、かつ、小売電気事業者さまの事業継続への影響に鑑み、
保証金を求める必要性を慎重に検討したうえで、保証金の預入を求めます。

条件

a 調達率が急激に低下するなどして、インバランス量が急増
b インバランス量が大規模
c 一般送配電事業者によるインバランスの改善要求に応じない

2022年9月26日
第77回制度設計専門会合
資料３から抜粋 一部加工
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３．保証金の預入金額について

〇保証金として預入を求める額は、小売電気事業者さまの事業継続への影響に鑑み、
「予想月額料金（接続供給料金）の３月分に相当する額を超えない範囲」
とします。

〇ただし、運用開始後、保証金の支払状況や未収リスクの解消状況等を踏まえ、
必要に応じて見直すことがあります。

2022年9月26日
第77回制度設計専門会合
資料３から抜粋 一部加工
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４．保証金の預入および解約までのスケジュール
〇保証金の預入を求めた結果、保証金が支払われない場合、一般送配電事業者は
未払いを理由に接続供給契約を解約することが可能となります。
〇保証金の請求から解約までのスケジュールは以下のとおりです。
〇なお、2023年4月1日実施の託送供給等約款には、インバランスの増加等を理由
に保証金を求めることができる旨を明記いたしました。

2022年9月26日
第77回制度設計専門会合
資料３から抜粋 一部加工
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（参考）託送供給等約款の変更内容
35 保 証 金
⑴ 契約者の場合は，次によります。
イ 当社は，次のいずれかに該当する場合で，必要と認められるときは，契約者から，接続供給の開
始もしくは再開に先だって，または供給継続の条件として，それぞれ予想月額料金の３月分に相当
する金額をこえない範囲で保証金を預けていただきます。
(イ) 料金の支払いの延滞があった場合
(ロ) 30分ごとの接続対象電力量に対する接続対象計画電力量の割合が急激に低下したこと等
によって，30（電力および電力量の算定）⒇によって算定された値が著しく大きい場合または
30（電力および電力量の算定）⒇によって算定される値が著しく大きくなることが想定される
場合で，接続対象計画電力量が接続対象電力量に比べて著しく不適当と認められ，39
（適正契約の保持等）⑶によって当社が使用状態をすみやかに適正なものに修正するよう
求めたにもかかわらず，その求めに応じていただけないとき。

(ハ) 新たに接続供給を開始し，または契約電力等を増加される場合

ロ 契約者は，当社があらかじめ定め，通知した期日までに保証金を預けていただきます。
ハ 保証金の預かり期間は，２年以内といたします。
ニ 当社は，接続供給契約が消滅した場合または支払いの延滞が生じた場合には，保証金を
契約者の支払額に充当することがあります。
ホ 当社は，保証金について利息を付しません。
ヘ 当社は，保証金の預かり期間満了前であっても接続供給契約が消滅した場合には，保証金を
お返しいたします。ただし，ニにより支払額に充当した場合は，その残額をお返しいたします。



Thank you.


